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◎群馬県告示第２００号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県高崎土木事務所において

一般の縦覧に供する。

令和２年７月２８日

群馬県知事 山 本 一 太

道路の 変更の 敷地の幅員 延 長
路線名 区 間

種 類 前後別 メートル メートル

県道 前橋高崎線 高崎市栄町２０５番の５地先から同市 前 ２４．５～４４．５ ３４．３
双葉町４３９番の５地先まで

後 ２４．５～４４．５ ３４．３

◎群馬県告示第２０１号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県高崎土木事務所において

一般の縦覧に供する。

令和２年７月２８日

群馬県知事 山 本 一 太

路線名 区 間 供用開始の期日
道路の
種 類

県道 前橋高崎線 高崎市栄町２０５番の５地先から同市双葉町４３９番の 令和２年７月２８日
５地先まで

◎群馬県告示第２０２号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県高崎土木事務所において

一般の縦覧に供する。

令和２年７月２８日

群馬県知事 山 本 一 太

道路の 変更の 敷地の幅員 延 長
路線名 区 間

種 類 前後別 メートル メートル

県道 高崎伊勢崎線 高崎市双葉町４３９番の５地先から同 前 ０．１～１０．２ １１４０．０
市上中居町字荒神３２５番の１３地先
まで 後 ０．１～１０．２ １０２８．０
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◎群馬県告示第２０３号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県前橋土木事務所において

一般の縦覧に供する。

令和２年７月２８日

群馬県知事 山 本 一 太

道路の 変更の 敷地の幅員 延 長
路線名 区 間

種 類 前後別 メートル メートル

一般国道 ３５３号 前橋市粕川町中之沢７０番の１９地先 前 １７．５～２４．６ ２３３．１
から同市同７０番の１７８地先まで

後 １７．５～２４．６ ２３３．１
１４．５～５３．６ １３０．３

公 告■

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定による特定非営利活動法人の設立の認証

の申請があったので、同条第２項の規定により、次のとおり公告する。

なお、同項の規定により、申請のあった日から１月間、同項に規定する定款等の書類を群馬県生活こども部県民

活動支援・広聴課において縦覧に供する。

令和２年７月２８日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 申請のあった年月日 令和２年７月１４日

２ 特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人Ｃｏｎｎｅｃｔ

３ 代表者の氏名 島村早苗

４ 主たる事務所の所在地 太田市新島町７８０番地６

５ 定款に記載された目的 この法人は、太田市民および太田市を訪れる人々に対して、カフェなどの集う場所や

外国のアンテナショップの事業などを行うとともに、持続可能な社会の実現に向けた啓発活動や健康増進の為の

啓発活動などを行い、その実現に向けて貢献することを目的とする。

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第３項の規定による特定非営利活動法人の定款の変更

に係る認証の申請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定により、次のとおり公告

する。

なお、同項の規定により、申請のあった日から１月間、申請に係る変更後の定款を群馬県生活こども部県民活動
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支援・広聴課において縦覧に供する。

令和２年７月２８日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 申請のあった年月日 令和２年７月１６日

２ 特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人高崎市聴覚障害者協会

３ 代表者の氏名 堀米泰晴

４ 主たる事務所の所在地 高崎市保渡田町１３２８番地１２

５ 定款に記載された目的 この法人は、聴覚言語障害者の社会地位向上と文化水準の高揚等に関する事業を行い、

もって公益の推進と地域社会に寄与することを目的とする。

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第３項の規定による特定非営利活動法人の定款の変更

に係る認証の申請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定により、次のとおり公告

する。

なお、同項の規定により、申請のあった日から１月間、申請に係る変更後の定款を群馬県生活こども部県民活動

支援・広聴課において縦覧に供する。

令和２年７月２８日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 申請のあった年月日 令和２年７月１６日

２ 特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人あおいやね

３ 代表者の氏名 藤川学

４ 主たる事務所の所在地 渋川市北橘町上南室４５０番地６

５ 定款に記載された目的 この法人は、障害者が将来自立できるよう、障害者に対して、活動場所の提供や就労

体験などに関する事業を行い、障害者福祉の発展及び環境整備に寄与することを目的とする。

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により次のとおり土地改良区役員の就任及び

退任の届出があったので、同条第１８項の規定により公告する。

令和２年７月２８日

群馬県知事 山 本 一 太

理 事
土地改良区名 監 事 区 分 役 員 氏 名 住 所

の 別

理 事 再 任 小野和巳 利根郡昭和村大字糸井６００６番地赤城北ろく

同 同 松井一夫 同 同 同 ６５１７番地

同 同 宮田進 同 同 同 ７０９６番地

同 新 任 根津充 沼田市利根町二本松１４５番地
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同 同 星野好行 利根郡昭和村大字糸井６６９６番地３

同 同 石井清 同 同 大字貝野瀬４６７９番地

同 同 須藤泰人 同 同 大字赤城原９１５番地１

同 同 七五三木清 同 同 同 １０２０番地

同 同 諸田孝一 同 同 同 １０６３番地８

同 同 佐藤一男 同 同 同 １１８９番地１２

同 同 中里慎太郎 同 同 同 １３０２番地４

同 退 任 佐々木尚可 沼田市利根町二本松１２５番地

同 同 金子啓一 利根郡昭和村大字糸井７２６７番地

同 同 星野吉一 同 同 同 ７７０２番地３

同 同 松井幸一 同 同 大字貝野瀬４５８７番地

同 同 木村守 同 同 大字赤城原７３２番地

同 同 竹内敏昭 同 同 同 ８３５番地

同 同 武井文勝 同 同 同 ８７３番地５

同 同 坂大茂信 同 同 同 １２８８番地２

監 事 再 任 徳江豊 同 同 大字糸井６２７４番地

同 新 任 飯塚忠男 同 同 同 ６６７０番地３

同 同 西山英一 同 同 同 ７２３７番地

同 退 任 星野誠 同 同 同 ６７２７番地３

落 札■

次のとおり随意契約の相手方を決定した。

令和２年７月２８日

群馬県知事 山 本 一 太

笠 原 寛群馬県教育委員会教育長

松 坂 規 生群馬県警察本部長

１ 随意契約に係る特定役務の名称及び数量 一式群馬県給与等計算システム構築運用保守業務委託

２ 契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地

(1) 群馬県知事部局 群馬県前橋市大手町一丁目１番１号群馬県総務部総務事務管理課

(2) 群馬県教育委員会 同上群馬県教育委員会事務局学校人事課

(3) 群馬県警察本部 同上群馬県警察本部警務部警務課



7

第９８２０号令和２年７月２８日（火） 群 馬 県 報

３ 随意契約の相手方を決定した日 令和２年６月１２日

株式会社ジーシーシー 群馬県前橋市上大島町９６番地４ 随意契約の相手方の名称及び所在地

５ 随意契約に係る契約金額 （契約金額の内訳は、次のとおり）４２０，５７６，５２８円

９４，３６８，７６４円(1) 群馬県知事部局

２７４，０３６，１０７円(2) 群馬県教育委員会

５２，１７１，６５７円(3) 群馬県警察本部

６ 契約の相手方を決定した手続 随意契約

７ 随意契約の理由 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２

号）第１１条第１項第２号該当
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